
新型コロナウイルス発症
後の受診について

新型コロナウイルス感染症を発症
し、診断された患者様の一般外来
受診は解熱後1日以上経過し、発
症5日経過以降となります。

発症後5日以内および、発症後6
～10日目で解熱しない場合に診
察を希望される際は感染対策を講
じた上で診察となりますので、事
前にお電話でご相談ください。

診療の内容により発症6日目以降
の診察となる場合もございますの
でご了承ください。
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